
Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスが原因の

「肝がん」や「重度肝硬変」の医療費は、

治療２月目から助成が受けられます。
（主な要件は以下のとおりです。詳細は都道府県に御確認ください。）

○助成対象となる主な要件
　・Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスが原因の肝がん・重度肝硬変と診断されている。
　・年収約３７０万円以下である。
　・肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療（分子標的薬を用いた

化学療法※に限る）を受けている。
　　※通院は「分子標的薬（レンビマカプセル等）を用いた化学療法」、「肝動注化学療法」及び「粒子線
　　　治療」に係る医療費が対象です。

　・上記の治療に係る医療費について、高額療養費算定基準額（高療）を超えた
月が助成月を含め過去２年間で２月以上ある。

○高療を超える２月目以降の医療費について、患者の自己負担額が１万円となる
よう助成します。

 窓口の自己負担額が１万円となります。
※参加者証を窓口に提示できない場合は、一部負担金（３割等の金額）を
支払い、後日、助成額の償還請求を参加者証の交付を受けた都道府県に
対して行ってください。

医療費の
助成方法

入院の
場合

通院の
場合

 償還払いで自己負担額が１万円となります。

 窓口では一部負担金（３割等の金額）を支払い、
後日、助成額の償還請求を参加者証の交付を受けた
都道府県に対して行うことで、医療費償還払い請求
書に記載した患者さんの口座に振り込まれます。

 償還請求の方法は裏面を御確認ください。

通院に係る医療費の助成を受けるには都道府県への償還請求が必要です。

助成対象月を含む過去24か月以内に２月（２回）以上

１回目のカウント※

この間に、静岡県へ参加者証
の交付申請を行ってください。

１回目のカウント

２回目のカウント

 「医療記録票」の交付を
受けてください。

 「臨床調査個人票」の作成を
  医療機関に依頼してください。

会計の際に医療機関や保険薬局（通院の場合）の窓口で医療記録票への医療費等の記載を依頼してください。

受診の際は医療機関の窓口に
参加者証を提示してください。

※ カウントの方法
 肝がんや非代償性肝硬変の医療費の一部負担金（１割～３割）が
高額療養費算定基準額を超えた場合カウントします。

連続した２か月である
必要はありません。



「償還請求」の手続き

□　医療費償還払い請求書（様式第１号）

□　請求者の氏名が記載された被保険者証、高齢受給者証又は後期高齢者医療被
保険者証の写し

□　請求者の参加者証（桃色）の写し

□　医療記録票（様式第２号）の写し

□　償還請求の対象月において受診した全ての医療機関、薬局が発行した領収書
及び診療明細書

□　振込先の口座番号等が確認できる資料（通帳の写し等）

□　【肝炎治療受給者証を持っている場合】助成対象となる医療を受けようとす
る月以前の24月以内の肝炎治療自己負担限度月額管理票の写し

□　口座振替による支払及びファックスによる口座振替通知登録申出書

●　償還請求時に提出する書類

●　提出先
　　〒411-0801　三島市谷田2276　静岡県健康福祉交流プラザ３階
　　静岡県健康福祉部医療局感染症対策課
　　電話：055－928－7271・7273

患者
医療機関

保険薬局
都道府県

●　償還請求に係る流れ

①支払
（一部負担金）

②償還請求

③償還払い
（助成額）

通院の場合は、
一部負担金（３割
等の金額）を窓口
で支払います。

高額療養費算定基準額と自己負担額１万円
との差額を口座振込により助成します。

※高額療養費は、医療保険者から給付されます。医療保険者によっては請求手続きが必要な場合が
ありますので、医療保険者に御確認ください。


